
平成 ２１年 ２月 ２７日

平成 ２１年度 ～ 平成 ２５年度

１９年度実績 ２０年度実績 ２１年度目標 ２１年度実績

経常収支比率 98.1 93.0 100.0 93.9

職員給与費比率 53.8 56.6 53.6 53.6

病床利用率（一般） 81.6 76.7 86.2 77.2

患者１人１日当診療収入（入院） ２１，９７２円 ２１，５３１円 ２１，９３０円 ２３，４６６円

患者１人１日当診療収入（外来） ６，１８９円 ６，９５５円 ７，０００円 ７，３２６円

職員１人１日当診療収入（医師） ３５６，３１４円 ３４３，７９０円 ３３８，８７３円 ３６６，２３８円

職員１人１日当診療収入（看護部門） ４６，４４１円 ４５，４６８円 ４９，３９２円 ４８，６６９円

上記目標数値設定の考え方

　平成２２年度において経常黒字化を達成目標とし、平成２３年度老朽化した入院棟の改
築（二期工事）による既存建物等の除却費を計上するため一時的に経常赤字となる。
任意項目は、医療提供の内容を反映し、患者単位に直接結びつく指標とした。
（経常黒字化の目標年度：２２年度）

◎県西部医療圏における適正な医療を確保するための協定に基づき、他の公的病院（県
立三好病院、つるぎ町立半田病院）との連携を図りながら市民及び近隣町村住民が安心
して受けられる医療を提供する。
○西部医療圏での二次救急医療を担う。
○老人保健施設、福祉施設等との連携を強化し、協力病院としての役割を担う。
○内科医師の確保ができた場合は、三好市内無医地区へ医師派遣を行う。
○地域中核病院（県立三好病院）と連携・協力のもと適正な医療を確保する。
○子供を産み育てる環境づくりの一端として、休止している小児科の診療再開を目指す。
○高齢化の進行を踏まえ、保健、医療、介護が連携して一体的なサービスが提供できる
包括ケアの一端を担う。
○介護施設や民間病院に受け入れられない医療の必要な高齢者の受け皿的機能を担
う。

○病院の建設改良に要する経費の一部。
○病院事業債元利償還金の一部。
○結核病床運営経費の一部。
○高度医療経費の一部。
○医師及び看護師等の研究研修に要する経費の一部。
○リハビリテーション医療経費の一部。
○病院事業の経営研修経費の一部。
○公立病院として果たすべき役割に要する経費の一部。

市立三野病院改革プラン

三好市国民健康保険市立三野病院

徳島県三好市三野町芝生１２７０番地３０

一般６５床、結核１０床、計７５床

内科、小児科（休止中）、外科、整形外科

備　　考

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

財務に係る数値目標（主なも
の）

病 院 名

所 在 地

病 床 数

診療科目

対　　象　　期　　間

病
院
の
現
状

公立病院として今後果たすべき役
割(概要)

一般会計における経費負担の考
え方(繰出基準の概要）

公立病院改革プラン

団　　　　体　　　　名

プ　ラ　ン　の　名　称

策　　　　定　　　　日

(別紙４）

徳　島　県　三　好　市
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団体名
（病院名）

三好市 市立三野病院

１９年度実績 ２０年度実績 ２１年度目標 ２１年度実績

１日平均患者数（入院） ５３人 ５０人 ５５人 ５０人

１日平均患者数（外来） ７９人 ７９人 ８９人 ７６人

救急患者取扱件数 ４２４人 ３３１人 ５５０人 ４２４人

救急自動車搬送件数 ５６件 ４２件 ２０件 ４８件

民間的経営手法の導入

事業規模・形態の見直し

経費削減・抑制対策

収入増加・確保対策

その他

別紙のとおり

病床利用率の状況（一
般）

１７年度 77.6% 1８年度 73.5% １９年度 81.6%

病床利用率の状況を踏
まえた病床数等の抜本
見直し、施設の増改築
計画の状況等

○クレジットカードによる医療費の支払いシステムを導入する。（平成２２年度）

　合併前、旧町の病院建設計画では、一期工事（平成１７、１８年度）完成後に二期工事を
行う計画となっており、病床数を現在の７５床から６０床に適正化する予定。

○徳島県西部保健医療圏における適正な医療を確保するための協定書に掲げる県立三
好病院からの整形外科の応援診療を実施し、診療体制の充実を図る。
○施設基準に脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅲ）を追加する。

○外来における２交替制勤務を導入し、外来看護師の日直勤務及び手当を廃止する。
○既存の業務委託等のアウトソーシングを含め見直しを行う。

○給与の見直し等医師の待遇改善を図ることにより、整形外科医、小児科医を確保し、
診療科目の充実による診療収入の増加を図る。
○医師確保により、生活習慣病等各種健診の充実を図り、入院・外来収入以外の増収を
図る。
○医師確保による診療体制の多様化により、新規患者の確保に努める。
○近隣の医療施設・介護施設との連携による紹介患者の増加を目指す。
○リハビリテーションの充実を目指す。（呼吸器、運動器、脳血管疾患等）

医事業務、院外処方、清掃業務、給食業務委託を導入済みである。

数
値
目
標
達
成
に
向
け
て
の
具
体
的
な
取
組
及
び
実
施
時
期

そ
の
他
の
特
記
事
項

各年度の収支計画

公立病院としての医療機能に係る
数値目標（主なもの）

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

備　　考
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団体名
（病院名）

三好市 市立三野病院

経営形態の現況

＜時　期＞
平成２０年１０月

平成２１年３月

＜内　容＞
　徳島県西部保健医療圏における適正な医療を確保するた
めの協定書調印（町立半田病院、市立三野病院、県立三好
病院）

協定書に掲げる協定事項の実現のための検討協議
１．各地域における内科の「一般的・標準的医療」確保のた
めの３病院間の協力体制の構築
２．県立三好病院の町立半田病院及び市立三野病院への
整形外科応援診療

経
営
形
態
見
直
し
に
係
る
計
画

＜時　期＞
　医師確保ができ、公立病
院として今後果たすべき役
割を達成できる目途がたっ
たとき。（平成２５年度）

＜内　容＞
　地域医療の将来構想に基づき、その実現後にどのような
経営形態が目標達成のために適合するか、勘案して決定す
る。

　「市立三野病院改革プラン点検評価委員会」（仮称）を設置し、実施状況について評価を
行い、必要に応じて公表する。
＜構成メンバー＞
院長、市環境福祉部長、市保健医務課長、市財政課長、市行革推進室長、市三野総合
支所長、市議会代表、住民代表等

年１回（１０月）

　当病院が所在する西部医療圏域にはつるぎ町立半田病院１３４床（西部Ⅰ）、県立三好
病院２２０床（西部Ⅱ）の公的病院が開設されている。

　当面の方策として、県立三好病院、市立三野病院及び町立半田病院においては、平成
２０年１０月３０日に締結した「徳島県西部保健医療圏における適正な医療を確保するた
めの協定書」に掲げる「連携・協力事項」を推進する。

点
検
・
評
価
・
公
表
等

点検・評価・公表等の体制
(委員会等を設置する場合そ
の概要）

点検・評価の時期(毎年○月
頃等）

その他特記事項

二次医療圏内の公立病院等
配置の現況

都道府県医療計画等における
今後の方向性

（該当箇所に

（該当箇所に

再編・ネットワーク化計画の概
要及び当該病院における対応
計画の概要

経営形態の見直し（検討）の方向
性

経営形態見直し計画の概要

再
編
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
化
に
係
る
計
画

討中の場合は複数可）

公営企業法財務適用

指定管理者制度

CheckBox2

民間譲渡

診療所化

公営企業法全部適用 地方独立行政法人

一部事務組合・広域連合

公営企業法全部適用 地方独立行政法人 指定管理者制度

老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行

を記入、検

を記入）
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(別紙） 団体名
（病院名）

三好市 市立三野病院

１．収支計画　（収益的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. ａ 643 619 597 681 646

(1) 603 572 549 631 595

(2) 40 47 48 50 51

0 0 0 0 0

２. 32 38 32 32 28

(1) 26 31 26 22 22

(2) 0 0 0 0 0

(3) 6 7 6 10 6

(A) 675 657 629 713 674

１. ｂ 661 638 645 683 688

(1) ｃ 327 333 338 365 346

(2) 182 126 119 116 146

(3) 114 119 128 146 139

(4) 15 58 58 54 54

(5) 23 2 2 2 3

２. 18 32 32 30 30

(1) 5 19 18 17 16

(2) 13 13 14 13 14

(B) 679 670 677 713 718

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) ▲ 4 ▲ 13 ▲ 48 0 ▲ 44

１. (D) 2 0 1 1 1

２. (E) 5 1 1 1 2

特　別　損　益　(D)－(E) (F) ▲ 3 ▲ 1 0 0 ▲ 1

▲ 7 ▲ 14 ▲ 48 0 ▲ 45

(G) ▲ 38 ▲ 45 ▲ 93 ▲ 93 ▲ 138

(ｱ) 249 278 287 287 290

(ｲ) 32 28 31 30 43

　 0 0 0 0 0

(ｳ) 0 0 0 0 0

（※） ▲ 58 ▲ 33 ▲ 6 ▲ 28 9
(Ａ)
（Ｂ）
(ｵ)
ａ
ａ
ｂ
(c)
（a）

(H)
ａ

（※）N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。
　　○「N年度　単年度資金不足額」＝（「N年度の不良債務額」－「N－１年度の不良債務額」）
　　・不良債務額が負の数となる場合（不良債務が発生しない場合）においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること

備考

職員給与費対医業収益比率 ×100

地方財政法施行令第19条第１項
により算定した資金の不足額 (H)

単 年 度 資 金 不 足 額

0

0

63.7 70.9 67.1

　　例）「22年度単年度資金不足額▲30百万円」＝（「22年度不良債務額▲20百万円」－「21年度不良債務額10百万円」）

74.7 66.9

医 業 収 支 比 率 ×100

地方財政法上の資金不足の割合 ×100

経 常 収 支 比 率 ×100

不 良 債 務 比 率 ×100

差引 不 良 債 務 (ｵ)
｛ ( ｲ )-( ｴ ) ｝ -{( ｱ )-( ｳ )}

純 損 益 (C)＋(F)

累 積 欠 損 金

不
 

良
 

債
 

務

流 動 資 産

流 動 負 債

う ち 一 時 借 入 金

翌 年 度 繰 越 財 源

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入 (ｴ)

支 払 利 息

そ の 他

経 常 費 用

又 は 未 発 行 の 額

特
別
損
益

特 別 利 益

特 別 損 失

そ の 他

経 常 収 益

支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

材 料 費

経 費

そ の 他

医 業 外 費 用

2１年度（実績）

収
 
 
 
 
 
 
 
 

入

医 業 収 益

料 金 収 入

そ の 他

う ち 他 会 計 負 担 金

21年度（計画）

医 業 外 収 益

他 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

18年度(実績) 19年度（実績） 20年度（実績）

減 価 償 却 費

0

▲ 217

99.4

▲ 33.7

50.9

97.3

0 0 0 0

▲ 250 ▲ 256 ▲ 257 ▲ 247

53.6

98.1 93.0 100.0 93.9

▲ 40.4 ▲ 42.9 ▲ 37.7 ▲ 38.2

0 0 0

97.0 92.7 99.7 93.9

53.8 56.6 53.6

病 床 利 用 率

0 0 0 0

0
地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の
資金不足比率

0 0 0 0 0



団体名
（病院名）

三好市 市立三野病院

２．収支計画（資本的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. 788 0 26 0 0

２. 0 0 0 0 0

３. 18 21 13 21 21

４. 0 0 0 0 0

５. 0 0 0 0 0

６. 70 0 0 0 0

７. 0 0 0 0 0

(a) 876 21 39 21 21

0 0 0 0 0

(c) 0 0 0 0 0

純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 876 21 39 21 21

１. 923 3 3 29 29

２. 27 31 46 11 11

３. 0 0 0 0 0

４. 0 0 0 0 0

(B) 950 34 49 40 40

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 74 13 10 19 19

１. 72 11 10 19 19

２. 0 0 0 0 0

３. 0 0 0 0 0

４. 2 2 0 0 0

(D) 74 13 10 19 19

補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

(E)－(F) 0 0 0 0 0

３．一般会計等からの繰入金の見通し

(       8,998) (       7,337) （　  　　　   ）（　  　　　   ）（　  　　　   ）

26,000 31,300 25,615 22,074 22,074

（　  　　　   ）（　  　　　   ） (       1,304) （　  　　　   ） (         105)

17,934 20,641 12,859 20,685 20,685

(       8,998) (       7,337) (       1,304) （　  　　　   ） (         105)

43,934 51,941 38,474 42,759 42,759

（注）
1
2

2１年度（実績）18年度(実績) 19年度（実績）

合　　　計

収 益 的 収 支

資 本 的 収 支

備考

2．金額の単位は適宜変更することも可能。（例）千円単位。

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

　（　）内はうち基準外繰入金額を記入すること。

(単位：千円）

そ の 他

計

20年度（実績） 2１年度（計画）

又 は 未 発 行 の 額
実 質 財 源 不 足 額

補
て
ん
財
源

備考

　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務省自治財政局長通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる
繰入金以外の繰入金をいうものであること。

1．複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。

収
　
　
　
　
　
　
入

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

(F)

国 ( 県 ) 補 助 金

企 業 債

他 会 計 出 資 金

前年度許可債で当年度借入分

支
　
　
出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

そ の 他

支 出 計

(b)
支 出 の 財 源 充 当 額
う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る

そ の 他

収 入 計

他 会 計 補 助 金

2１年度（計画） 2１年度（実績）20年度（実績）18年度(実績) 19年度（実績）


